
様式第 2号 (次 世代則第一条の二及び第二条
並び に女活省令第一条及び第五条関係 ) (第 一面 )

次世代法・女性活躍推進法 一体型
(日 本工業規格 A列 4番 )

都道府県労働局長  殿
(ふ りが な )し ゃかぃふくしほぅじんやまばとかいかじみつえん

一般事業主 の氏名又は名称 社会福祉法人や まば 光 園

(ふ りがな) いぎ   みずお
(法 人 の場 合 代 表 者 の 氏 名   伊  木  瑞  生

主 た る 事 業 老人福祉事業及び障害

住      所 〒752-0904
山 口県下関市員光 1544番 地

轟饒 :r:[11」 li穆翼 たζlTソる● 鱚   ξLぎ嘗舅脇 1急参零ど
規 定 に基 づ き 、下 記 の とお り届 け 出 ます 。

記

238人 (う ち有 期 契約 労 働 者 154人 )
68人
170メ、

令和 2年 12月 21日

一般事業主行動計画 の計画期間  令和 3年 1月 1日  ～

規定整備 の状況

① 有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度
② 有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度
一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定 日

一般事業主行動計画の外部への公表方法

令和 5年 12月 31日

2月 21日

のホームペーシ/女 性活躍・両立支援総合サイ ト

一般 事 業 主行 動 計 画 を そ
g)。 変 更 )し た 日

一般事業主行動計画策定 。変更届

届出年 月 日 令和 々 年 ノ′ 月 」/日
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①  インターネッ トの利用
援のひろば)/そ の他 (

②  その他の公表方法
(

一般事業主行動計画 の労働者へ の周知 の方法

く)事 業所 内の見やす い場所へ の掲示 又は備付 け
② 書面の交付
③ 電子メールの送信
④ その他の周知方法
(

9.女 性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法
①

(

②

(

インターネットの利用 (轟堕=L」
塁⊆≡≫/′女性活躍・両立支援総合サイト/そ の他

))
その他 の公表方法

10.次 世代育成支援対策推進法第 13条 に基づ く認定 (く るみん認定 )の 申請
i=rf麦 嚢))

11.次 世代育成支援対策 推進法第 15条 の 2に 基 づ く特例認定 (プ ラチ ナ くるみ ん認定Xの
申請 をす る予定 (有 。無・



様式第 2号 (次 世代則第一条の二及び第二条関係)(第 二面
(女 活省令第一条及び第五条関係) (第 二面か

12.次 世代育成支援対策 の内容

。第二面 )

ら第五面 )

行動計画策定

指針 の事項
次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と して 定 め た 事 項
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ア 妊娠 中や 出産 後 の女 性 労働 者 の健康 の確 保 につ いて 、労働 者 に対 す る制度 の周 知 や

情報 提 供 及 び相 談体 制 の整備 の実 施

イ 男性の子育て 目的の休暇の取得促進

ウ 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

υ 育児休 業 を取 得 しや す く、職 場 復 帰 しや す い環 境 の整備 と して 次 の いず れ か 一 つ 以上 の措 置 の実 施

(ア )男 性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ )育 児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の
労働条件に関する事項につ いて の周 知

(ウ )育 児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
(工 )育 児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ )育 児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体 制 の
見直 し

オ 育児休業等 を取得 し、又は子育て を行 う女性労働者が就業 を継続 し、活躍できるよう
にするための、次のいずれか一つ以上の取組の実施
(ア )女 性労働者 に向けた取組
① 若手の女性労働者 を対象 とした、出産及び子育て を経験 して働き続けるキャリ
アイ メージの形成 を支援するための研修

② 社内のロールモデル と女性労働者 をマ ッチ ングさせ、当該労働者が働き続 けて
い く上での悩みや心配事 について相談 に乗 り助言す るメンター として継続的
に支援 させ る取組

③ 育児休業か らの復職後 又は子育て中の女性労働者 を対象 とした能力の向上の

ための取組又はキャリア形成 を支援するためのカウンセ リング等の取組
④ 従来、主 として男性労働者が従事 してきた職務に新たに女性労働者 を積極的に
配置するための検証や女性労働者 に対する研修等職域拡大に関する取組
⑥ 管理職の手前の職階にある女性労働者 を対象 とした、昇格意欲 の喚起又は管理
職 に必要なマネジメン ト能力等の付与のための研修

(イ )管 理職 に向けた取組等
① 企業 トップ等 による女性 の活躍推進及び能 力発揮 に向けた職場風土 の改革 に
関する研修等の取組

② 女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組

③ 働 き続 けなが ら子育て を行 う女性労働者がキ ャリア形成 を進めてい くために

必要な業務体制及び働き方の見直 し等 に関する管理職研修

④ 育児休業等 を取得 して も中長期的に処遇上 の差 を取 り戻す ことが可能 となる
ような昇進基準及び人事評価制度の見直 しに向けた取組

カ 子 どもを育 て る労働 者 が利 用で き る次 の いずれ か一 つ以上 の措置 の実施
(ア )三 歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
(イ )三 歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
(ウ )フ レックスタイム制度
(工 )始 業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

キ 子 どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営

ク 子 どもを育てる労働者が子育てのためのサー ビスを利用する際に要す る費用 の援助 の措置
の実施

ケ 労働者が子 どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等よ り利用 しや

すい制度の導入

コ 希望 す る労働 者 に対 す る職 務 や 勤務地等 の限定 制 度 の実施

サ 子 育 て を行 う労 働 者 の社 宅 へ の入 居 に関 す る配 慮 、子 育 て の た め に必 要 な 費 用 の貸

付 け の実 施 な ど子 育 て を しな が ら働 く労 働者 に配 慮 した措 置 の実 施

υ 育 児・ 介 護 休 業 法 に基 づ く育 児休 業等 、雇 用保 険 法 に基 づ く育児 休 業 給 付 、労 働 基

準 法 に基 づ く産 前 産 後 休 業 な ど諸 制 度 の周 知

ス 出産 や 子 育 て に よ る退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の実 施
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ア 所定外労働の削減のための措置の実施

Q 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
ウ 短時間正社員制度の導入 。定着

エ 在宅勤務やテ レワーク等の場所にとらわれない働き方の導入

オ 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供 。研修の実施

そ
の
他

(概 要 を記載すること )
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託 児 室 。授 乳 コー ナ ー や 乳 幼 児 と一緒 に利 用 で き る トイ レの設置 等 の整備 や 商店 街
の空 き店 舗等 を活 用 した託 児 施 設等 各 種 の子 育 て支 援 サ ー ビス の 場 の提 供

(2) 地 域 にお いて子 ど もの健 全 な 育 成 のた め の活 動等 を行 う NPO等 へ の労働 者 の参 加
を支 援 す るな ど、子 ども 。子 育 て に関 す る地 域 貢 献活 動 の実 施

(3) 子 ど もが 保 護 者 で あ る労 働 者 の働 いて い る と ころ を実 際 に見 る ことが で き る 「子 ど

も参 観 日」 の実 施

(4) 労 働 者 が子 ども との交 流 の時 間 を確 保 し、家 庭 の教 育 力 の 向上 を図 るた め 、企 業 内
にお いて 家 庭 教 育 講 座 等 を地 域 の教 育 委 員 会 等 と連 携 して 開設 す る等 の取 組 の実 施

(5) 若年者に対するイ ンターンシップ等の就業体験機会の提供、 トライアル雇用等 を通 じ
た雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進

そ
の
他

(概 要を記載すること )

13.一般事業主行動計画を定める際に把握 した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
(1)基 礎項 目の状況把握・ 分析 の実施   (  済   )

(2)選 択項 目の状況把握・分析 の実施 (把 握 した場合、その代表 的な もののみ を記載 )
(・ 採用 した労働者 に占める女性労働者 の割合・男女 の平均勤続年数 の差異・労働者 の各 月 ご

との平均残業時間数等 の労働時間の (健 康管理時間 )の 状況・管理職 に 占め る女性労働者 の

割合・ 正職員へ の登用 )

14.女 性 の職業生活 にお ける活躍 の推進 に関す る取組 の実施 によ り達成 しよ うとす る 目標及び取組 の

内容 の概況 (一 般事業主行動計画 を添付 す る場合 は記載省略可 )

(1)達 成 しよ うとす る 目標 の内容 (分 類 について (2)の 表左欄 の数字 を記載。数値 目標で代表
的な もののみ を記載。 )



(2)女 性 の活躍推進 に関す る取組 の内容 の概況

達成 しよ うとす る 目標 に

関す る事項 (分 類 )
女性の活躍推進に関する取組の内容 として定めた事項 (例示 )

① 採用に関する事項

ア 採用選考基準や、その運用の見直 し
イ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報
ウ ー般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直 し ,処遇改善
エ ー般職等か ら総合職等への転換制度の積極的な運用
オ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
力 その他

② 継続就業・職場風土に関す

る事項

ア 職場 と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づ くりに
向けた意識啓発

イ 上司を通 じた男性労働者の働き方の見直 しな ど育児参画の促進
ウ 利用可能な両立支援制度に関する労働者 。管理職への周知徹底
工 若手の労働者 を対象 とした仕事 と家庭の両立 を前提 としたキャリアイ
メージ形成のための研修・説明会等の実施

オ 育児休業か らの復職者 を部下に持つ上司に対する適切なマネジメン
ト・育成等に関する研修等

力 短時間勤務制度 。フレックスタイム制 。在宅勤務 。テ レワーク等 によ
る柔軟な働き方の実現

キ その他

③ 長時間労働の是正に関す
る事項

ア 組織の トップか らの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信
イ 組織全体・部署 ごとの数値 目標の設定 と徹底的なフォローアップ
ウ 時間当た りの労働生産性を重視 した人事評価
工 管理職の人事評価 における長時間労働是正・生産性向上に関する評価
オ 労働者間の助け合いの好事例発表・評価等による互いに助け合 う職場
風土の醸成

カ チーム内の業務状況の情報共有 /上 司による業務の優先順位付けや業
務分担の見直 し等のマネジメン トの徹底

キ その他

④ 配置 。育成・教育訓練に関
する事項/評価・登用に関す
る事項

ア 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大 と、そ
れによる多様な職務経験の付与

イ 女性労働者の積極的・公正な育成・評価 に向けた上司へのヒア リング
ウ 若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介/
ロールモデル となる女性管理職 と女性労働者 との交流機会 の設定等

によるマ ッチ ング

エ 職階等に応 じた女性同士の交流機会の設定等 によるネ ッ トワーク形成
支援

オ 時間当た りの労働生産性 を重視 した人事評価 による育児休業・短時間
勤務等の利用に公平な評価の実施

力 その他



⑤ 多様なキャリアコースに |イ  ~般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し
。処遇改善

関する事項        |ウ  非正社員か ら正社員 (※ )へ の転換制度の積極的運用

ア 採用時の雇用管理区分にとらわれない活躍に向けたコース別雇用管理
の見直 し (コ ース区分の廃止 。再編等 )

工 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
オ その他

(※ )「非正社員」 とは、正社員以外の者 をいうこと。
「正社員」とは、短時間労働者の雇用管理の改善等 に関する法律 (平 成五年法律第七十六号 )第 二条の「通常
の労働者」をいうこと。「通常の労働者」とは、いわ llDる 正規型の労働者 をいい、社会通念に従 い、当該労働者
の雇用形態、賃金形態等 (例 えば、労働契約の期間の定めがな く、長期雇用を前提 とした待遇 を受けるものであ
るか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、定期的な昇給又は昇格の有無 )を 総合的に勘案 して判断するもので
あること。

一般事業主行動計画の担当部局名 総務部

＞
名
滝
氏
い
の
ふ
者
＜
当担

すぎもと ゆうじ
杉本  裕治


